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気候変動の抑制と地球温暖化防止に向けて一層の対策推進を求める意見書  

 

気候変動は、記録的な暑さをはじめ、極端な豪雨や乾燥などを生じさせており、社

会や経済、医療現場、国民生活などへの影響は多岐に及んでいる。 

気候変動とその影響に向き合うため、持続可能な開発目標（ ＳＤＧ ｓ ）では、目標

１３に「気候変動に具体的な対策を」と掲げている。今後ますます深刻化する可能性

がある気候変動への具体的かつ喫緊の対策が必要である。 

２０１６年に発効したパリ協定では、すべての国に対して温室効果ガス排出量の排

出削減目標を５年ごとに提出・更新する義務が盛り込まれており、日本は「２０３０年

度に温室効果ガスを２０１３年度から４６％削減することを目指すこと、さらに５０％の

高みに向け挑戦を続けること」を表明し、２０２１年１０月に国連へ提出した。  

松伏町においても２０ ２ １年に、近隣市と「ゼロカーボンシティ」共同宣言を行い、

「２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロ」を目指す対策を行っている。環境省によると同

様の宣言は、令和７年６月３０日現在で、４６都道府県、６５５市、２２特別区、３９８

町、６１村の計１１８２自治体に達している。  

一方で、気象庁は９月１日に、日本の今夏 (６月～８月 )の平均気温が、平年 (２０２

０年までの３０年間平均 )を２．３６度も上回り、１８９８年の統計開始以来で最も高い

と発表した。４０度以上を観測した地点も１３都府県の延べ３０地点に達している。気

象庁の及川異常気象情報センター長は「明らかに異常な高温」「地球温暖化が大き

な要因のひとつ」と発言している。また、豪雨による災害も多発している。  

  よって国に対して次の措置を要望する。  

記  

一、気候変動を抑えていくためには地球温暖化防止が必要であり、省エネ・再生可

能エネルギーの推進を含め、一層の対策推進を国の主導で行うこと。  

一、地域脱炭素推進交付金の増額や、地方公共団体に対し活用に向けた一層の

支援を行うこと。  

一、地球温暖化の影響や対策について、教育を通じて意識醸成を図るとともに、メデ

ィアやＳＮＳなども活用し啓発活動を行い、個人ができる具体的な行動を促進する

こと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
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